令和６年１月

事業主　各位

岐阜繊維健康保険組合

令和５年12月以降の届出は「住民票上の住所」の記載が必要です！
令和５年12月以降、省令改正により健康保険組合では住所の管理が必要になりました。そのため、新規取得者の「資格取得届」「被扶養者異動届」に『住民票上の住所』を記載いただくこととなりました。
別添チラシを参考に手続きについて、よろしく対応の方お願いいたします。
なお、居所登録の必要な方については、ホームページ申請書ダウンロードに被保険者資格取得届（居所記入用）をご利用ください。居所登録の必要の無い方は今まで通りの提出方法で『住民票上の住所』を記載して提出願います。
